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幼稚園教諭等の今後の養成・採用・研修の在り方について 議論のまとめ（案）
【概要】

・幼稚園の数が減少する一方で、認定こども園の数が増加するなど、幼児教育施設において多様な設置者と施設類型が存在。
・少子化、情報化等により幼児の発達に必要な直接的・具体的体験の十分な確保が課題となる中、幼児教育施設における体験機会が重要。
・小学校教育との接続の実践において、幼児教育施設と小学校の温度差や、互いの教育に関する相互理解等が依然として課題。半数以上の園・校に
おいて、接続を見通した教育課程の編成・実施は行われていない。
・いわゆる「預かり保育」や、こども誰でも通園制度が令和８年度から全国で本格開始するなど、０～２歳児を受け入れる幼稚園も増加。引き続き、こども
家庭庁や自治体の子育て関係部局等と連携した対応が必要。
・障害のある幼児や外国にルーツのある幼児が増加しているなど、個別の様々な課題に対応していくことが必要。

１．幼稚園教諭等を取り巻く現状と主な課題

総論

養成

採用

研修

・幼稚園教諭は、短期大学出身者（二種免許状）の割合が高いが、近年の新規免許状取得者は四年制大学出身者（一種免許状）の割合が増加。
免許を取得できる短期大学の数や免許取得者数は、近年、減少傾向にあり、より一層の担い手の減少・不足が懸念。
・幼稚園における保育士資格との併有者は９割近い一方で、小学校免許状との併有者は２割程度。
・養成課程において、一定割合の学生が実習中に幼稚園への就職希望度が下がっている。また、実習までに体験活動を含む幼稚園等での実践の機会に
乏しく、幼児に関わる経験が少ないとの指摘もある。養成課程全体を通じて、教職の魅力を理解しつつ実践力を高めるための改善や工夫が必要。

・幼稚園教諭や保育士は他職種の平均に比べて有効求人倍率が極めて高く、人材不足が深刻な状況。
・学生が免許状を取得しても幼稚園等に就職しない者も一定割合いる。また、採用活動において得難かった情報として、職場の雰囲気や若手の仕事内容な
どが挙げられており、就職活動までに職場の様子がイメージできないこと等が窺える。
・幼稚園は他校種に比べて早期離職者（30歳未満）の割合が高い。離職理由は様々あるが、結婚や出産を機に離職している者の割合が高い可能性。
他方で、結婚や出産以後も継続して働きたい者や再就職したい者の割合は高い。

・幼稚園における国公私立の設置者の別や、他の幼児教育施設（認定こども園や保育所）もある中、研修の実施頻度にばらつき。研修実施者もそれ
ぞれ異なる。自治体における研修実施機関としても幼児教育センターの設置促進等が進められてきたが、地域ごとに幼児教育センターの設置状況や取
組の差は大きい。
・園内研修の実施にあたっては、多くの幼児教育施設が研修時間の確保が課題と捉えている。 2



 教員免許状全体に関する教職課程WGの中間まとめを踏まえ、養成段階で幼稚園教諭として学ぶ内容を再構造化し、「学び続ける教師としての基
礎能力」を着実に育む。今日的課題に対応するため、個人の関心等に応じた強みや専門性を持たせ、小学校教諭や保育士等の免許・資格の併有
も促進。また、意欲を維持・向上させつつ円滑に採用につなげる工夫や、復職のルートも確保して人材不足に対応。さらに、研修内容の充実、アクセ
ス性の向上等も図り、入職後も強みや専門性を更に向上。

 これらを同時かつ強力に推進するため、以下のとおり、養成（前）から採用・研修に至るまでの取組を関係団体（自治体・養成校・関係団体・幼児
教育施設）が連携して推進。

養成前段階
（中高生等） 養成段階 採用段階 研修段階

担い手の裾野拡大 教職課程の再構造化 養成校と連携した取組や
多様な採用ルートの推進

施設類型を超えて各教師等
の強みをさらに伸ばす

✓ 自治体や養成校・関係
団体、幼稚園等が連携し
中高生への出前授業や
模擬授業等を実施

✓ 職の魅力向上に向けた
取組の普及啓発

✓ 幼児や幼稚園教諭を取り巻く現状・課
題を踏まえ必要な内容を追加しつつ精
選

✓ 「幼児教育の基本」等を新たに位置づ
け、関連事項を充実・体系化

✓ 小学校教育との接続、家庭・地域との
連携・支援を新たに追加

✓ 学校体験活動を含む実習の在り方の
見直し、円滑な実習等に関する実施に
向けた指針の検討

✓ 様々な事項において実践力や協働性を
育む

✓ 主な強み・専門性として、幼児教育に関
する理論や歴史、制度など基礎能力を
深化させる特定の内容や、小学校教育
との接続に資する事項、乳児保育等を

✓ 幼児教育センターを中心として、
関係団体とネットワークを形成。職
員の育成指標や学ぶ内容などの策
定・整理を促進

✓ 国公立・私立幼稚園、保育所、
認定こども園など設置者や施設類
型を問わずに幼児教育の質の向
上に係る研修・訪問支援等を充実
・促進

✓ 養成校や幼稚園団体等のリソー
ス（デジタルコンテンツを含む）が
連携し、研修内容の充実、アクセ
ス性を向上させながら個人の強みを
伸ばす

職の魅力を発
信・向上し、
養成校への進
学につなげる

「学び続ける教師としての基礎能力」
や、個人の関心に応じた強み・専門
性を修得

円滑な採用、離職者の
減少、復職者の増加

研修機会の拡大と全教
職員の資質能力の向上

✓ 自治体と養成校、幼稚園団体等
が連携し、地域毎に域内の人材の
養成や人材確保等のための協議
会（コンソーシアム）を構築

✓ インターンシップやボランティアなど
養成課程の学生の理解や意欲の
向上を図りつつ、採用にもつなげる

✓ 関係機関とも連携し、離職の防止
や離職者への研修等復職支援を
推進

✓ ICT等を活用した業務効率化・園
務改善と働き方改革の推進

２．今後の養成・採用・研修の方向性

各段階の具体的な方策
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※教職ＷＧ中間まとめからの変更点を赤字 ○事項の考え方
＜「学び続ける教師としての基礎能力」を養成する基本的な考え方＞
・幼児教育の実践にあたり基本となる事項を再構造化し、必要となる新たな内容を追加。ま
た、採用後の研修による効果的な修得も視野に入れ、内容を精選。
・「幼児教育の基本と指導等に関する科目」を設け、その中で「幼児教育の基本」を新たに
位置付け。「幼児理解の理論及び方法」等において０歳からを対象とする。
・教職課程全体を通じて体験的、実践的に学修する要素を織り込む。
・「チームとしての学校」が機能するよう、学生が身に付けたい強み・専門性の学修や他校種・
資格との併有等に取り組みやすくするとともに、様々な事項において協働性を育む。
・保育士養成課程における修得内容との整合性の向上を推進。

＜小学校教育との接続の重要性の観点＞
・「幼児教育の基本」を学修する際、小学校教育との接続も含めることを明確に位置付け。
・「教育課程の意義及び編成の方法」において、校種間の接続の観点を重視。
※小学校教諭の教職課程や保育士養成課程においてもその趣旨や内容が盛り込まれることを期待。

＜幼保の連携・整合性の向上の観点＞
・学校教育法第24条に定める幼稚園における幼児期の教育支援の機能に鑑み家庭・地域
（福祉等の関係機関含む）との連携・支援について事項を明確化。
・幼稚園における０～２歳児受入れ等機会の拡大に伴い、子供の安全や健康の確保等に
関する内容の充実。

＜教育実習その他の事項＞
・保育士養成課程も履修する学生の実態も踏まえつつ、養成段階の前半からの「学校体験
活動」の充当や実習期間中の省察・指導、小学校での体験活動など往還型の実習へ。
・体育については、幼稚園教諭の特色に鑑み、事項に位置付けない。
・外国語・コミュニケーションについては、すべての幼稚園教諭に必要かという観点、強み・専門
性を別途個人ごとに伸ばす観点から、事項に位置付けない。
※外国にルーツのある幼児が増加していることを踏まえ、別途、「教育における多様性の包摂」という事項を追加。

○単位数の考え方
・幼稚園教諭の課程の個々の事項と、小学校教諭の課程の個々の事項、また保育士養成
課程における教科目との整合性を図り、さらに単位数を精査。
※学生が幼小や幼保などを併せて履修する際の負担や、強み・専門性にも取り組みやすくすることへの配慮が必要。

※四年制大学の学生においては、強み専門性に係る内容
（20単位～）を学修し、合計で51～52単位

教科及
び教職
に関す
る科目

各科目に含めることが必要な事項
単
位
数

領域の
指導等
に関す
る科目

幼児教
育の基
本と指
導等に
関する
科目

• 保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含
む。）

• 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。）

• 幼児教育の基本（環境を通した教育及び小学校教育
との接続を含む。）

• 保育の内容と方法及び技術
• 各領域に関する専門的事項
• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメント及び校種間の接続を含む。）

12

教育及
び幼児、
児童又
は生徒
の理解
に関す
る科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。）
• 教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育成
• 教育に関する社会的、制度的及び経営的事項（教育

法規を含む。）
• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す

る理解（２単位）
• 教育における多様性の包摂
• 幼児理解の理論及び方法
• 家庭・地域との連携・支援、教育相談（カウンセリ

ングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方
法

• 教育データの活用及び人工知能

12
～
13

教育実
習

• 教育実習（学校体験活動を含む 上限２単位） 5

教職実
践演習

• 教職実践演習 2

合計単位（目安）
31
～
32

幼稚園教諭等の養成の見直しについて ①
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5

○「強み専門性に係る内容（20単位程度）」の考え方
・学生が自らの関心等に応じて様々な強みや専門性を持つことができることを前提としつ
つ、基礎免許状に付記するなどの形で20単位程度とするという全体の制度設計を基
に、四年制大学では原則として必須としつつ、短期大学は任意とする。
・幼稚園教諭の基礎能力に加え、例えば下記のような強み専門性を養成できるよう、
養成校においてカリキュラムを整備。

○主な強み・専門性
⇒幼児教育に関する理論や歴史、制度など基礎能力を深化させる幼児教育の
特定の専門性、小学校教育に係る事項、乳児保育等

○その他の分野
⇒特別支援、栄養教諭、中高の理科・音楽科・美術科等
公認心理師、社会福祉士、登録日本語教員等の資格取得科目の一部

※全体の制度設計を踏まえつつ、20単位程度とする分量との整合を図り、具体的に包含する科目
などの詳細を決定。

○その他
＜実習や体験活動の充実のためのその他の方策＞
・養成課程以外の体験として、ボランティア等の取組についても推進
・実習の質向上に向けた対応を国やコンソーシアム（自治体・養成校・園等）において
検討

＜幼小の免許併有の更なる促進に向けて＞
・隣接校種免許状の取得促進に向けた制度の在り方の検討

<幼保の免許・資格併有について>
・併有特例制度（～11年度末まで）の周知などで期限までの取得を推進

免許法施行規則で定める事項
（幼稚園教諭 基礎免許状）

強み
専門性

幼 保

幼 保

強み
専門性

例）基礎能力を深化させる幼
児教育の特定の専門性等
（20単位程度） ※任意

四年制大学(例)

短期大学(例）

小 幼

※図の円の大きさは、それぞれ免許状・資格取得に必要な単位数を表す。

幼稚園教諭等の養成の見直しについて ②

幼 保

例）基礎能力を深化させる幼
児教育の特定の専門性等
（20単位程度）

oikawa
取り消し線



幼稚園教諭等の今後の養成・採用・研修を支える体制について

養成→採用 採用
（特に復職）

都道府県

市町村

幼・保・こ
団体など

幼・保・こ
団体など

幼稚園・認定こども園・保育所

大学等
連携

受入れの
調整など

調整

調整・実習前から多様な学
校体験活動
・実習の在り方の見直し
・合同での採用 等

 養成段階での学修を確かなものにすることに加え、関係団体がコンソーシアム等を
形成し、域内の人材育成・採用についての施策に連携して対応。

 例えば、地域ごとに、以下について実施体制やガイドラインの策定を含めて検討。
・学校体験活動の充実（インターンシップやボランティアを含む）
・実習の見直し（質の改善や負担軽減のためのガイドラインの策定等）
・複数園、または地域が広域的に連携した合同採用の実施

都道府県 幼・保・こ
団体など

大学等

幼・保・こ
団体など

情報
提供

公的な人材プー
ルを共有

コーディネーター

市町村

仲介・あっせん・相談等

幼稚園・認定こども園・保育所

 大学や自治体、幼稚園・保育団体等が連携して求職者や免許状保有
者等を公的な「人材バンク」に登録。求職者の情報を共有。

 市町村等にコーディネーターを配置し、求職者や園の個々のニーズに合
うよう、相談支援等を通じて幼稚園教諭等への復職を円滑に支援。

求職者（免許を
保有する卒業生
や離職者等）

都道府県
（幼児教育センターなど）

幼稚園・認定こども園・保育所

大学等

幼・保・こ
団体など

連携
研修に係る知
見や講座を、そ
のツール（デジ
タル）含めて連
携・共有

 自治体に設置する幼児教育センターを中心に、小学
校教育との接続等の、幼児教育に必要な資質能力
の向上や強みを伸ばすための研修や訪問支援を、設
置者や施設類型（国公私立、認定こども園、保育
所）を問わず対象にして実施。

 研修実施者毎に人材育成指標や研修計画を作成・
提示するなど研修の体系化が重要。

 大学における専門的な知見や人材、関係団体等が
開発している研修内容などのリソースとも連携や共
有を図り、内容に応じてデジタルツールを含めて効果的
に実施、研修のアクセス性を向上。

市町村
（幼児教育センターなど）

研修

コンソーシアム
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・幼小接続を更に進めていくために、両学校種についての知見を有する教師の存在が重要である。
・幼小の免許の併有の割合は17.9％ （参考：幼保の免許・資格の併有者は89％）
・四年制大学等においては、幼保小の免許・資格を同一の課程で取得できるところが存在。
短期大学においても、幼小の免許を取得する課程も存在（三年制や専攻科を設置するなどの対応もある）。
（一部自治体では、幼稚園教諭免許状保有者の小学校教員への特別採用枠を設ける場合もある）
・また、人口減少社会の中、幼児教育段階と小学校段階の間における免許・資格の種類を超えて流動性の確保も有効と考えられる。
→幼小の教育双方についての専門的知見を有する人材プールの拡大が必要

研修の充実
＜独立行政法人教職員支援機構（NITS)や、都道府県の教育委員会・幼児教育センター等の連携の強化＞
・NITSに幼小接続に関する動画教材等を分かりやすく掲載するほか、NITSと地方自治体との連携の強化に向けて更に検討。
・都道府県に設置されている幼児教育センターや教員研修センターにおける研修において、国立大学や附属幼稚園とともに幼小接続に関する内容が実施・展
開されるよう促す。また、都道府県教育委員会が、公立の幼稚園・小学校向けの初任者研修、中堅教諭等資質向上研修において、私立幼稚園等の教師
等も対象とすることを促す。市町村が主催する研修においても、幼小合同研修の機会の充実を促す。
→NITSと地方自治体（幼児教育センター）など、関係機関が連携した研修の実施体制の充実について検討を進める

免許制度の見直しによる幼小の併有促進等
＜教職課程における改善策＞
・教職課程の再構造化・体系化及び幼保小の養成課程・内容の整合性の確保により、小学校教育との接続の観点を事項に追加。
・幼稚園教諭の「強み専門性」として、小学校教諭に係る事項について、強みや専門性に位置付ける。

＜隣接校種免許状の取得促進＞
・幼小間の隣接校種免許状制度について、今般の見直しに併せて、取得促進の在り方に向けて検討する。

養成校における幼小の免許併有が可能となる課程の設置促進
＜大学連携を活用した授業開設の促進＞
・大学間連携等の制度を見直し、新たに小学校免許取得のための課程を開設する必要がある際、より負担なく容易に開設できるような仕組みを検討。

（参考）幼小接続推進の観点からみた幼稚園教諭の養成等の見直しの方向性

小学校教育との接続の観点からの教員養成の現状・課題

見直しの方向性

7



小学校作業部会報告

令和８年４月23日

中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
小学校作業部会

8



小学校教員の養成の見直し（案）について
1. 「各教科の指導法」 「教科に関する専門的事項」について、

学校教育法施行規則に定める各学校種の学習指導要領に即し、指導法と専門的事項を一体
的に学ぶこととし、小学校全教科（国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体
育、外国語）の指導法それぞれ１単位を必修とする。

2. 施行規則６６条の６に定める「体育」については、同条に定める「体育」として維持をしないことと
し、教師としての適応力・回復力・自己管理能力（教師の健康）との関係については、今後も検
討を要する。

3. 特に幼児教育作業部会の検討状況と合わせる形で「教育課程の意義及び編成の方法」に、幼
稚園等との校種間の接続を含めることとする。

4. 「道徳の理論及び指導法」は、現行の一種免許状に定める２単位の修得を基本としながら、他
の事項と組み合わせた柔軟な実施が可能となるよう、引き続き検討する。

5. 幼稚園または小学校の教職課程設置の要件として教職課程認定基準に定める「教員養成を主
たる目的とする学部学科」「特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例」「専科指導優
先実施教科に対応した小学校教員養成に係る特例」の現状をふまえつつ、制度改正後の「強
み専門性」の審査との対応関係について引き続き検討する。

6. 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、その免許状に係る教科に相当する教科
について、小学校において教授又は実習を担任することができるという専科指導の現状をふま
えつつ、小学校専科免許の在り方について引き続き検討する。 9



教科及び教職に
関する科目

各科目に含めることが必要な事項
一
種
免

二
種
免

教科及び教科の
指導法に関する
科目

教科に関する専門的事項

30 16各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）
一種免は１単位×１０教科、二種免は音楽、図画工作、
体育から２教科以上を含み１単位×６教科

教育の基礎的理
解に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

10 6

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運
営への対応を含む。）

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と
地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する
理解 １単位

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネ
ジメントを含む。）

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導、教育相談
等に関する科目

道徳の理論及び指導法 一種免２単位、二種免１単位

10 6

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 １単位

生徒指導の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教育実践に関す
る科目

教育実習（学校体験活動を含む 上限２単位） 5 5

教職実践演習 2 2

大学が独自に設定する科目 2 2

計 59 37

教科及び教職
に関する科目

各科目に含めることが必要な事項
単
位
数

教科指導等に
関する科目

• 教科及び教科の指導法（情報通信技術の活用を含
む。）１０教科×１単位

• 道徳の理論及び指導法 ２単位
• 総合的な学習の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び情報通信技術
• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・

マネジメント及び校種間の接続を含む。）

18

教育及び幼児、
児童又は生徒
の理解に関す
る科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学

校運営への対応を含む。）
• 教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育

成
• 教育に関する社会的、制度的及び経営的事項（教

育法規を含む。）
• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対

する理解 ２単位
• 教育における多様性の包摂
• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識

を含む。）の理論及び方法
• 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法
• 教育データの活用及び人工知能

12

教育実習
教育実習（学校体験活動と特別支援学校（学級）での
実習を含む 上限２単位）

5

教職実践演習 教職実践演習 2

計 37

＜小学校＞現行 見直し（案）

強み専門性に係る内容（20単位）を学修し合
計で57単位

小学校教員の養成の見直し（案）

10



中学校・高等学校作業部会報告

令和８年４月23日

中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
中学校・高等学校作業部会

11



中学校、高等学校教員の養成の見直し（案）について

1. 「各教科の指導法」 「教科に関する専門的事項」について、

学校教育法施行規則に定める各学校種の学習指導要領に即し、指導法と専門的事項を
一体的に学ぶこととする。なお、指導法と専門的事項の配分は大学の裁量とする。

また、従来の教科専門科目を一定程度「強み専門性」へ移行させることを前提に、最低修
得単位数を圧縮する。

2. 免許法施行規則第６６条の６で学ぶ「体育」について、

現行通りの一般教養科目としては位置付けない。一方、中学校、高等学校教員に必要な
健康教育を学ぶことになる事項等（適応力・回復力・自己管理能力）について今後検討が
必要。

3. 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」について、中学校・高等学
校免許状において２単位分の学修が必要かどうか他の作業部会の状況をふまえつつ、今
後検討が必要。

4. 高等学校免許状授与の基礎資格の変更は行わない。

5. 高等学校の教員養成における教育実習の単位数の変更は行わない。

12



教科及び教職
に関する科目

各科目に含めることが必要な事項
一
種
免

二
種
免

教科及び教科
の指導法に関
する科目

教科に関する専門的事項 １単位×各教科の事項

28 12各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）
一種免８単位、二種免２単位

教育の基礎的
理解に関する
科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

10 6

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校
運営への対応を含む。）

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校
と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解 １単位

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ
ネジメントを含む。）

道徳、総合的
な学習の時間
等の指導法及
び生徒指導、
教育相談等に
関する科目

道徳の理論及び指導法 一種免２単位、二種免１単位

10 6

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 １単位

生徒指導の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を
含む。）の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教育実践に関
する科目

教育実習（学校体験活動を含む 上限２単位） 5 5

教職実践演習 2 2

大学が独自に設定する科目 4 4

計 59 35

教科及び教職
に関する科目

各科目に含めることが必要な事項
単
位
数

教科指導等に
関する科目

• 教科及び教科の指導法（情報通信技術の活用を含
む。）８単位

• 道徳の理論及び指導法 １単位
• 総合的な学習の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び情報通信技術
• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）

16

教育及び幼児、
児童又は生徒
の理解に関す
る科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。）
• 教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育成
• 教育に関する社会的、制度的及び経営的事項（教育

法規を含む。）
• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す

る理解 ２単位（P）
• 教育における多様性の包摂
• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法
• 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法
• 教育データの活用及び人工知能

13

教育実習
教育実習（学校体験活動と特別支援学校（学級）での
実習を含む 上限２単位）

5

教職実践演習 教職実践演習 2

計 36

＜中学校＞現行

強み専門性に係る内容（20単位）を学修し
合計で56単位

見直し（案）

中学校教員養成の見直し（案）

13



教科及び教職
に関する科目

各科目に含めることが必要な事項
一
種
免

教科及び教科
の指導法に関
する科目

教科に関する専門的事項 １単位×各教科の事項

24各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）
４単位

教育の基礎的
理解に関する
科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

10

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校
運営への対応を含む。）

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校
と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解 １単位

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ
ネジメントを含む。）

道徳、総合的
な学習の時間
等の指導法及
び生徒指導、
教育相談等に
関する科目

総合的な探究の時間の指導法

8

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 １単位

生徒指導の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を
含む。）の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教育実践に関
する科目

教育実習（学校体験活動を含む 上限１単位） 3

教職実践演習 2

大学が独自に設定する科目 12

計 59

教科及び教職
に関する科目

各科目に含めることが必要な事項
単
位
数

教科指導等に
関する科目

• 教科及び教科の指導法（情報通信技術の活用を含
む。）１０単位

• 総合的な学習の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び情報通信技術
• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）

18

教育及び幼児、
児童又は生徒
の理解に関す
る科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。）
• 教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育成
• 教育に関する社会的、制度的及び経営的事項（教育

法規を含む。）
• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す

る理解 ２単位（P）
• 教育における多様性の包摂
• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法
• 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法
• 教育データの活用及び人工知能

13

教育実習 教育実習（学校体験活動を含む 上限１単位） 3

教職実践演習 教職実践演習 2

計 36

＜高等学校＞現行

強み専門性に係る内容（20単位）を学修し
合計で56単位

見直し（案）

高等学校教員養成の見直し（案）

14



特別支援学校教諭の免許制度や教職課程、
幼・小・中・高の教職課程における
特別支援教育の在り方に係る方向性

令和８年４月22日
中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会

教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
特別支援教育作業部会

15



特別な支援を必要とする
幼児児童生徒の理解や指導に

関する専門性

障害の種類及び状態等に応じた
教育に関する専門性

主として幼小中高の教職課程を通じて身に付けることが
期待される専門性

特別支援学校の教師に共通して身に
付けることが期待される高度な専門
性、特別支援教育に関する喫緊の課
題に対応する内容を修得

障害の重度・重複化を踏まえつつ、
それぞれの障害種の教育に関する専
門性な内容を修得

幼小中高の教職課程において、特別の支援を
必要とする幼児児童生徒の理解に関する基礎
的な内容を修得

特別支援教育に携わる教師に求められる専門性（イメージ）

教科指導や学級経営に関する
専門性

16



幼・小・中・高等学校の教職課程における特別支援教育に係る方向性

＜共通に学ぶべき内容の充実＞
教職課程・免許・大学院課程WG中間まとめにおいては、幼・小・中・

高の教職課程において共通で学ぶべき内容を再構造化・体系化する方
向性の中で、共通に学ぶべき事項として、現行制度において1単位以上
必修としている「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解」を引き続き含めるとともに、「教育における多様性の包摂」を加
える、といった方向性を提示している。

 全ての通常の学級に特別な教育的支援を必要とする子供が在籍して
いる可能性があり、通級による指導を受ける子供、特別支援学級に在
籍している子供の人数も増加していることを踏まえると、幼・小・中・高の
教職課程において、特別支援教育について共通で学ぶ内容を質的・
量的に更に充実していくことが必要。

 そのため、事項名について、教職課程を履修する全ての学生に対し、合
理的配慮の提供や基礎的環境整備などに対する理解がこれまで以上
に進むような名称としてはどうか

＜基礎免許状の強み専門性として学ぶ内容＞
 幼・小・中・高の教職課程において、大学と学生の自律的なカリキュラムデザインによる強み専門性として特別支援教育について学修することも想

定される。とりわけ、将来的に通級による指導や特別支援学級の担当を希望する学生を念頭に置いて、共通で学ぶ内容に加えて、以下のような
専門性を身に付けることが想定されるのではないか。
 発達障害、情緒障害、言語障害といった、通級による指導や特別支援学級において対象となる障害種についての更なる専門性
 視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱といった特別支援学校の対象となっている障害種に関する専門性
 福祉分野、保健分野、心理分野など特別な支援を要する子供たちに関わる分野の専門性
 幼・小・中・高の学習集団の特徴を踏まえた特別な支援を必要とする子供たちへの指導の考え方
 家庭や関係機関との連携を通じた就学前から卒業後までの切れ目のない支援に関する理解

 また、特別支援学校教諭免許状取得に係る教職課程の科目の履修等をもって、強み専門性とすることが考えられる。

 現行のコアカリキュラムで示している内容に加えて、以下のような内容
を共通に学ぶべき事項とすべきではないか。
• 現行の特別支援学校教諭免許状の教職課程で取り扱っている、
発達障害に関する教育に関する事項

• 情緒障害や言語障害に関する教育に関する事項
• インクルーシブ教育システムの構築に向け、ICF（国際生活機能

分類）の考え方も踏まえ、障害の社会モデルや合理的配慮の提
供、基礎的環境整備に対する理解や、 「重層的な指導・支援」
の考え方を踏まえた授業づくり、学級・集団づくりや困難さの状態
に対する指導上の工夫の在り方、 自立活動の理解、交流及び
共同学習の理解

• 特別支援学校のセンター的機能の活用や医療・福祉など関係機
関との連携

など
 他方、従来、「障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童

及び生徒の把握や支援」として取り扱ってきた内容については、新たに
加える「教育における多様性の包摂」の中で取り扱うこととしてはどうか
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特別支援学校の教師の専門性に関する課題

２．障害の種類及び状態等に応じた教育の専門性に関する課題
 特別支援学校の教師には、障害の種類に応じて、その障害の状態や特性及び心身の発達の段

階等を的確に把握し、適切に指導する高度な専門性が求められており、教職課程で共通で学ぶ
べき内容を再構造化・体系化した上で、生涯を通じて専門性を伸ばしていく仕組みが必要

 その際、教師は個別の専門知の集積にとどまることなく、実践と省察を通じて、概念としての習得や
深い意味理解を図り、学校現場の課題解決に向けた手立てを的確に講じることが求められている

 特別支援学校に在籍する子供たちの重複障害の割合も踏まえ、重複障害を前提とした専門性
の修得が必要（複数の障害領域の免許状を有する教師の割合は自治体間で差がある現状が
ある。）その上で、特定の障害領域に深く専門性を持つことを目指す教師や、複数の障害領域に
わたり総合的な専門性を持つことを目指す教師を、本人のキャリアプランを念頭に養成

 このような現状を踏まえ、養成段階において共通で学ぶべき内容について再構造化・体系化を
図った上で、特別支援学校に勤務する教師については、全ての障害領域の免許状を取得するこ
とで、特別支援学校をめぐる様々な喫緊の課題に対応できる幅広い専門性を有することが課題

１．特別な支援を必要とする子供たちの理解や指導に共通する課題
 自ら学び続ける特別支援学校の教師の育成に向けては、専門知としての理論と特別支援教育に

関する総合的な実践知を身に付けるとともに、実践に基づく省察を繰り返すことが必要であり、教
職課程においても、理論と実践の架橋による不断の学びが必要

 特別支援教育を実施する上での根幹となる自立活動の指導について、特別支援学校の免許状
の取得を希望する全ての学生が共通して学ぶ内容と、障害種ごとに異なる自立活動の専門性を
踏まえ、自立活動に関する重層的な学びを確保する教職課程の在り方が必要

 次期学習指導要領に向けた検討の中で重視されている内容、特に、「深い学び」の授業での具現
化や、情報活用能力の抜本的向上と質の高い探究的な学びの実現に向けて、特別な支援を必
要とする子供たちの実態を踏まえた教育課程を実践するための指導の実現が課題

３．教科指導の専門性に関する課題
 特別支援学校の教師には、特別支援教育と教科教育や学級経営等の専門性をバランス良く身

に付け、向上させることが求められているが、障害により生じる困難さに対応しつつ、一人一人の教
育的ニーズに応じた授業づくりの実践に課題を抱えている学校・教師も少なからず存在する

 デジタル学習基盤を十分に活用できていない状況や、社会や産業構造の変化を踏まえた指導内
容の見直しが図られていない授業も見受けられており、特別支援学校における教科の指導力・授
業力の更なる向上が課題（特に教科担任制である中・高においては喫緊の課題）

 幼稚部から高等部までの幅広い年齢や発達段階の子供が在籍していることも踏まえ、中・高の教
科指導の学修に力を入れている学生や、教科の高い授業力を現に有している小・中・高の現職
教員が、併せて特別支援学校の教師を目指せるような仕組みの構築も課題

これらを実現するための特別支援
学校の教職課程の再構造化を検討

 学生が所属している学部等での専門
的な学修や、学生が身に付けたいと思
う専門分野の学修、他資格との併有
等に取り組みやすくする

 学び続ける教師としての基礎能力の
育成に向けて、特別支援学校の教職
課程について「理論」と「実践」を有機
的に統合、特別支援学校の教師とし
て求められる省察的実践力を育成

 次期学習指導要領の検討で重視さ
れている内容を踏まえた教科の指導
力・授業力と特別支援教育に関する
高い専門性を併せ有する資質能力の
育成

 複数の障害領域の免許状を有し、特
別支援教育に関する幅広い専門性を
修得（複数領域の免許状保有の促
進に向けた見直し等）

 基礎免許状である幼小中高の教職
課程における特別支援教育に関する
内容の見直しを踏まえた検討も実施

 デジタル・CBTも活用した事前事後学
習による単位の実質化を促進
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教員免許制度の見直しを通じた特別支援学校の教師の養成イメージ
 これからの特別支援学校の教師には、複数の障害領域にわたる専門性を基盤としつつ、

• 特別支援学校の教育に係る幅広い総合的な専門性を持つ教師や、
• 特定の障害種に関する深い専門性を持つ教師など
様々な強み・専門性を持つ教師がチームとして機能することが必要

複数の障害領域にわたり
総合的な専門性を持つ教師

特定の障害領域に
深い専門性を持つ教師

特別支援教育に関する高度な専門性
（専修免許状の取得等）

学
士
課
程
や
現
場
で
の
実
践
を
通
じ
た
専
門
性
の
育
成

修
士
課
程
レ
ベ
ル
の

専
門
性
の
深
化

養
成
課
程
に
お
い
て

共
通
で
身
に
付
け
る
専
門
性

学び続ける特別支援学校の教師としての基礎能力
 教科指導や学級経営に関する専門性
 特別な支援を必要とする子供たちの理解や指導に関する専門性
 障害の種類等に応じた教育の専門性（複数の領域の専門性を基盤とした

重複障害の子供たちの教育にも対応できる専門性）
特別支援学校の教師として求められる省察的実践力を育成

幼・小・中・高・特支を通じて共通して身に付けることが期待される基礎能力
（ICFの考え方を踏まえた障害の社会モデルや合理的配慮の提供、基礎的環境整備に対する理解など）
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特別支援学校の教師の資質能力の育成イメージ

❶養成段階

❷採用段階

❸研修段階

 大学教育全体を通じた特別支援学校の教員の養成を徹底
 学生が所属している学部等での専門的な学修や他資格との併有等に取り組みやすくする
 学び続ける教師としての基礎能力の育成に向けて、特別支援学校教諭免許状の教職課

程の内容を再構造化・体系化
 特別支援学校教諭の専門性の土台となる共通的な内容と、障害種ごとの専門的な内

容の観点から再整理
 特別支援学校の教師として求められる省察的実践力の育成を重視
 複数領域の免許状保有を促進し、特別支援教育に関する幅広い専門性を修得
 大学と学生の自律的なカリキュラムデザインを重視（本人が目指す教師像・キャリアプラン

に沿った学修の実現）

 特別支援学校の教師に必要な基礎能力が身についているかを測定
 多くの学生が特別支援学校の教師を目指せるよう、特別支援学校の教職課程を取る学
生の数をこれまで以上に確保

 養成段階で身に付けた専門性を入職後に活用できるよう、学びの履歴の引継ぎも検討

 学び続ける教師として、特別支援学校の教師の資質能力を抜本的に向上
 特別支援学校に勤務する教師については、全ての特別支援教育領域の免許状を取

得するよう促進
 特別支援教育に関する専門性を深めるための研修の機会を充実、保有する免許状の

修士レベル化を促進
 より幅広い専門性や、教科指導力、学級経営力の向上に向けた人事配置の工夫

（障害種の枠を超えた人事異動の積極的実施）
 特別支援学校と小・中・高等学校の人事交流を積極的に促進

特別支援学校の教師
を目指す学生の
学びの拡幅

多様な専門性を持った
者を特別支援学校の

教壇に

特別支援学校の教師の
専門性の広まり・
深まりを実現

 特別支援学校において、多様な専門性を有する質の高い教職員集団を形成していくためには、養成・採用・研修の各段階において、
教職課程の学生や教師が、生涯を通じて幅広い専門性を身に付け、伸ばせるような仕組みにしていくことが必要。実践と省察を通じ
た概念としての習得や深い意味理解を図り、学校現場の課題解決に資する資質能力を身に付けることが期待される。

 養成段階では、共通で学ぶべき内容を再構造化・体系化して複数の障害種に係る専門性の養成に資する教育を行った上で、大学
や学生の自立的なカリキュラムデザインにより、自らが目指す特別支援学校の教師像に沿った学修に取り組む。採用段階では、教師に
必要な基礎能力が身に付いているかを測定する。研修では、教職課程及び勤務を通じて身に付けた専門性を更に伸ばせる機会を提
供し、複数領域の免許の取得や、免許の上進がより可能となるようにする。
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 各大学の独自の学びを通じた障害の種類及び状態等に応じた実践
的な指導を強化し、複数領域の免許状取得を促すとともに、特定の
障害領域の内容を深く学びたいという学生にも応えるため、大学と学
生の自律的なカリキュラムデザインという方向性を踏まえた規定の在り
方に見直しを図る。

 その際、単位数に余白を持たせ、大学や学生の自律的な判断による
学修を可能としてはどうか。

 また、理論と実践の統合の観点から、特別支援学校の教師として求
められる省察的実践力の育成に向けた総合的な演習科目を設ける
ことが考えられる。

 小・中・高等学校の教職課程の見直しの方向性を踏まえ、小・中・
高等学校の教職課程で必修とすべき事項や強み専門性として学ぶ
可能性のある内容と、特別支援学校教諭免許状の教職課程の内
容の関係を整理することも必要。

＜現職教員の教育職員検定を通じた免許取得・領域追加＞
 現職教員が教育職員検定を通じて免許を取得しようとする場合、学

力の検定としての大学における学修については、教職課程における再
構造化・体系化の方向性を踏まえ、見直すこととする。

 特別支援学校教諭免許を保有している者が領域を新たに追加しよ
うとする場合においても、学力の検定としての大学における学修につい
ては、同様に、教職課程における再構造化・体系化の方向性を踏ま
え、見直すこととする。

特別支援学校教諭の免許制度やその教職課程の在り方に関する方向性
＜特別支援学校教諭の免許制度の在り方＞
特別支援学校教諭の免許制度についても、教員養成部会論点整理

及び、教職課程・免許・大学院課程WG中間まとめにおいて示された
免許制度全体における見直しの方向性踏まえたものとすべき。

 特別支援学校教諭について、専門的な学修に基づく教員養成を行う
にあたっては、学生が所属している学部等での専門的な学修や他資
格との併有等に取り組みやすくするとともに、特別支援教育に関する幅
広い専門性の修得に向けて、複数領域の免許状保有の促進につな
がる免許制度としていくべき。教職課程の再構造化・体系化＞

 特別支援学校教諭の免許制度の在り方を踏まえ、学び続ける教師と
しての基礎能力の育成に向けて、教職課程の内容を再構造化・体系
化すべき。

 その際、複数の障害種に対応することができ、地域の小・中・高等学
校等へのセンター的機能を発揮するという特別支援学校制度の趣旨
を踏まえながら、特別支援学校教諭の専門性の土台となる共通的な
内容と、障害の種類等に応じた専門的な内容の観点から再整理する
とともに、科目間での重なりは精選し、第一欄、第二欄、第三欄の科
目構成の在り方を含めて再構造化することで教職課程全体を有機的
に統合することが考えられる。

教職課程・免許・大学院課程WG中間まとめ より
 多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成には、養成・採用・
研修の各段階において、教職課程の学生や教師が、生涯を通じてそれ
ぞれの強み専門性を伸ばせるような仕組みにしていくことが必要。

 養成段階では、共通で学ぶべき内容を再構造化・体系化した上で、専
門的な学修に基づく強み専門性も含めた教員養成を行う。（略）

 事項名称や単位数の詳細は学校種ごと（幼稚園、小学校、中学校・
高等学校、養護教諭・栄養教諭、特別支援学校）の作業部会で更に
検討を進めるが、現行の一種免許状と二種免許状は、基礎的な免許
状として統合を図ることとする。
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＜特別支援学校教諭免許状教職課程＞現行
見直しの方向性

特別支援教育に関する科目
一
種
免

二
種
免

第一欄 特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 2

第二欄
特別支援教育
領域に関する
科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

16 8
心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

第三欄

免許状に定めら
れることとなる特
別支援教育領域
以外の領域に関
する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

5 3
心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

第四欄 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習
（学校体験活動を含む 上限１単位） 3 3

計 26 16

 第一欄科目には、特別支援学校の教育に係る理念、歴史、思想と、社会的、制度的
又は経営的事項を含む。

 第二欄科目は、授与を受けようとする特別支援教育領域について、それぞれ以下の単
位を修得する。
 視覚障害・聴覚障害

「心理、生理及び病理に関する科目」1単位以上・「教育課程及び指導法に関す
る科目」2単位以上を含む、合わせて8単位以上（二種免許状は4単位以上）

 知的障害・肢体不自由・病弱
「心理、生理及び病理に関する科目」1単位以上・「教育課程及び指導法に関す
る科目」2単位以上を含む、合わせて4単位以上（二種免許状は2単位以上）

 第二欄科目のうち、 「教育課程及び指導法に関する科目」 は、各特別支援教育領
域に関する自立活動に関する内容を含む。

 知的障害教育の「教育課程及び指導法に関する科目」は、カリキュラム・マネジメントを
含む。

 第三欄科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者
及び複数の種類の障害を併せ有する者に関する教育、並びにその他障害により教育上
特別の支援を必要とする者（発達障害者を含む。）に対する教育に関する事項のうち
、免許状教育領域に関する事項以外の全ての事項を含む。

 第四欄教育実習は、特別支援学校において、教員として良好な成績で勤務した経験
年数一年について一単位の割合で、第一欄～第三欄科目に関する単位をもって替え
ることができる。

 教育実習は、特別支援学校において、教員として良好な成績で勤務した経験年数一年
について一単位の割合で、他の科目の単位をもって替えることができる。

 特別支援学校教諭免許状を取得しようとする者は、複数の特別支援教育領域の免許状
を取得するように努めるものとする

 特別支援学校に勤務する教育職員は、全ての特別支援教育領域の免許状を取得する
ように努めるものとする

特別支援学校教諭の教職課程の見直しイメージ

 「障害の種類及び状態等に応じた教育に関する科目（仮称）」は、授与を受けようとするそれぞ
れの特別支援教育領域について、それぞれ、以下の単位を修得する
 視覚障害・聴覚障害

「心理、生理及び病理」に関する科目１単位以上、「指導法」に関する科目２単位以上を
含む、合わせて６単位以上修得するものとする。

 知的障害・肢体不自由・病弱
「心理、生理及び病理」に関する科目１単位以上、「指導法」に関する科目２単位以上を

含む、合わせて３単位以上修得するものとする。

特別支援教育に
関する科目 各科目に含めることが必要な事項

最低
修得
単位数

特別な支援を必
要とする幼児、
児童又は生徒の
理解及び教育に
関する科目
（仮称）

• 特別支援教育に関する理念、歴史及び思想
• 特別支援教育に関する社会的、制度的及び経営的事項

（教育法規及び特別支援学校の教師の役割・チームとし
ての学校運営への対応及びを含む。）

• 特別支援学校の教育課程の意義及び編成の方法（自
立活動の意義及び指導法、知的障害特別支援学校の教
育課程の編成並びにカリキュラム・マネジメントを含む。）

• 障害の状態等に関する基本的理解（視覚障害者、聴覚
障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者並びに
医療的ケア児に対する理解を含む。）

４

障害の種類及び
状態等に応じた
教育に関する科
目（仮称）

• 障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理
• 障害のある幼児、児童又は生徒に対する指導法（重複

障害のある幼児、児童又は生徒に係る指導法及び障害の
ある幼児、児童又は生徒の指導・支援における情報通信
技術の活用を含む。）

6

障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 ２

特別支援教育の実践に関する総合的な演習 ２

計 16
（※）

※ 特別支援教育に関する科目の修得に限る
注：各欄ごとの最低単位数を積み上げた場合、余白として２単位分が生じている

５領域の免許を取得する場合：29単位以上
４領域の免許を取得する場合：少なくとも23単位以上
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【教育職員検定】勤務年数＋認定講習等による単位

一種
免許状

二種
免許状

必要となる
免許状

特別支援
学校教諭

二種免許状

幼、小、中、高
の教諭の

普通免許状

教員としての
勤務年数(＊) ３年

３年
※幼小中高での勤

務含む

最低修得
単位数 6 6

教育職員検定における取り扱いの見直し案

（根拠規定：免許法別表第７）

他の特別支援教育領域の追加
（根拠規定：免許法施行規則第７条第６項）

一種
免許状

二種
免許状

教員としての勤務年数(＊) １年
１年

※幼小中高で
の勤務含む

＜第二欄＞
特別支援教
育領域に関
する科目

視覚障害又は聴
覚障害 4 2

知的障害、肢体不
自由又は病弱 2 1

＊教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有
する必要がある最低在職年数

単位数等

必要となる
免許状

幼、小、中、高の
教諭の

普通免許状

教員としての
勤務年数(＊)

３年
※幼小中高での勤務含

む

最低修得
単位数 ４

単位数等

教員としての勤務年数(＊)
１年

※幼小中高での
勤務含む

最低修得単
位数（障害の
種類等に応じ
た教育に関す
る科目）

視覚障害又は聴覚
障害 2

知的障害、肢体不
自由又は病弱 1

見直しの方向性

見直しの方向性
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公立の特別支援学校と小・中・高等学校の人事交流を通じた教師の専門性向上（イメージ）

特別支援学校

・特別支援学校の教師には、特別支援教育のスペシャリス
トとして、障害の種類等に応じた教育の専門性や特別な
支援を必要とする子供たちの指導に関する専門性に加え
て、教科指導力や学級経営力の更なる向上を図ることが
課題
・特別支援学校の教師には、地域の小・中・高等学校の特
別支援教育を支える役割も期待

小・中・高等学校

・特別支援学級の担任や通級による指導を担当する教師に
ついては、長期にわたり特別支援教育の中核として活躍
する教師と、通常の学級も経験しながら全体的な学級経
営の経験を積む教師がチームとなり、特別支援教育に関
する専門性を向上させることが必要
・特別支援学級や通級による指導を担当している教師のう
ち、特別支援学校教諭免許状を保有している者は約３割
・他方、小・中学校では、特別支援学級の臨時的任用教員
の割合が高く、長期的な視野に立って計画的に育成・配
置されているとは言い難い現状 公立の特別支援学校の全ての教師が、原則として、

採用後10年以内を目途として、小・中・高等学校
の教師を経験（特別支援学校の教師は、人事ロー
テーションの一環として、小・中・高との人事交
流を経験）

 特別支援学校の教師を小・中・高等学校に派遣す
ることで、小・中・高等学校の特別支援教育の専
門性向上を図るとともに、特別支援学校の教師の
教科指導力や学級経営力の向上を併せて実現。

 他方で、小・中・高等学校で特別支援教育の中核
を担うことが期待される教師を、人事交流を通じ
て特別支援学校で受け入れることで、様々な専門
性を持つ教師を特別支援学校の中に配置

 人事交流を通して小・中・高等学校における状況
の理解を進めることで、センター的機能による効
果的な支援の強化も期待

 特別支援学校の管理職の登用等にあたっては、
小・中・高との人事交流の経験を考慮するなど、
幅広い職務経験を持つ者を登用することを要請

特別支援学校と小・中・
高等学校の人事交流

（参考） ・小・中学校の特別支援学級の担任 ８万７千人（うち特別支援学校免許取得者 ２万７千人）
・小・中・高等学校の通級による指導を担当する教師（専任） 約２万人

 公立の小・中・高の全ての新規採用教員が概ね10
年以内に特別支援教育を複数年経験することとな
るよう人事上の措置を講ずることを求めている

 その上で、特別支援学級や通級による指導を長期
にわたり中核として担うことが期待される教師に
ついては、採用後10年以内に特別支援学校の教師
を経験（小・中・高で特別支援教育に携わる教師
は、人事ローテーションの一環として、特別支援
学校との人事交流を経験）

 他方、特別支援学校の教師を人事交流で小・中・
高等学校で受け入れ。小・中・高等学校における
特別支援教育の指導体制の強化を併せて実現

 管理職の登用等にあたっては、特別支援教育の経
験（特別支援学級や通級による指導の担当に加え
て、特別支援学校の教師の経験を含む。）も含め
て総合的に考慮することを要請

※１：採用後10年以内を目途と記載しているが、各地域や各学校の実情を踏まえて実施することが前提。その際、採用後10年を経過した教師が人事交流の対象とな
ることも考えられるが、なるべく、各学校で中核的な位置づけを担う前に人事交流を経験することが望ましいと考えられる。
※２：人事交流の実施に際しては、教師本人の適性や将来のキャリア形成を見据えた、適切な交流の実施が望まれる
※３：人事交流の積極的な実施を進めるためにも、これまで以上に、都道府県教委内における特別支援教育担当部署と教職員人事担当部署との連携を進めるととも
に、都道府県教委と市区町村教委間においても、適切な連携を深めることが期待される
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● 特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状に加え、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない。
※ただし、免許法附則第15項の規定により、当分の間、特別支援学校教諭の免許状を有していなくても特別支援学校の教員になることができることと

されている。
● 特別支援学校教諭の免許状は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）の特別支援教育領

域を定めて授与される。免許状の授与を受けた後、新たに特別支援教育領域を追加することも可能。
● 教育職員検定(＊)により、教員としての実務経験を生かして少ない単位数で免許状を取得したり、他の特別支援教育領域を追加することも可能。

＊教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について免許状の授与権者である都道府県教育委員会が行う。

特別支援教育に関する科目 専修
免許状

一種
免許状

二種
免許状

最
低
修
得
単
位
数

第一欄 特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 2 2

第二欄 特別支援教育領域
に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
心理、生理及び病理に関する科目

16 16 8
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法に関する科目

第三欄
免許状に定められる
こととなる特別支援
教育領域以外の領
域に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
心理、生理及び病理に関する科目

5 5 3
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法に関する科目

第四欄 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 3 3 3
計 50 26 16

【教職課程】 大学等における単位 【教育職員検定】勤務年数＋認定講習等による単位

専修
免許状

一種
免許状

二種
免許状

必要となる
免許状

特別支援
学校教諭

一種免許状

特別支援
学校教諭

二種免許状

幼、小、中、高
の教諭の

普通免許状

教員としての
勤務年数(＊) ３年 ３年

３年
※幼小中高での勤

務含む

最低修得
単位数 15 6 6

○ 特別支援学級担任や通級による指導を担当する教員については、特別支援学校教諭免許状を有すること等の法令上の規定はない
。

特別支援学校教諭免許状の概要

（根拠規定：免許法別表第１及び同法施行規則第７条）
（根拠規定：免許法別表第７）

専修
免許状

一種
免許状

二種
免許状

＜第二欄＞
特別支援教育領域に
関する科目

視覚障害又は聴覚障害 8 8 4

知的障害、肢体不自由又は病弱 4 4 2

他の特別支援教育領域の追加 （根拠規定：免許法施行規則第７条第４項）

他の特別支援教育領域の追加
（根拠規定：免許法施行規則第７条第６項）

専修
免許状

一種
免許状

二種
免許状

教員としての勤務年数(＊) １年 １年
１年

※幼小中高で
の勤務含む

＜第二欄＞
特別支援教
育領域に関
する科目

視覚障害又は聴
覚障害 4 4 2

知的障害、肢体不
自由又は病弱 2 2 1

＊教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有
する必要がある最低在職年数

＜参考＞
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・特別支援学校全体の免許状保有率は上昇傾向

※平成18年度の全体及び新規採用者の数値は、在籍校種の免許状保有者の割合を示す。
平成19年度以降は、いずれの数値も「当該障害種の免許状保有者」と「自立教科等の免許状保有者（当該障害種）」
を合わせた割合を示す。

・通知により、免許状取得に向けた年次計画の策定等を指示

（特別支援学校における在籍校種の免許状保有率の経年比較）

○免許状保有率：87.2％（令和５年度） ⇒ 本来保有すべきもの
※教育職員免許法附則第15項（「当分の間」保有を要しないとする経過措置規定）

※特別支援学級（小・中学校）担当教員で、小・中学校教諭免許状に加え、特別支援学校教諭

免許状を保有している割合：31.0％ （出典）文部科学省「令和６年度 学校基本調査」

特別支援学校教員の免許状保有率の推移

61.1%
68.3%69.0%69.5%70.0%70.3% 71.1%71.5%

72.7%
74.3%

75.8%
77.7%

79.8%
83.0%

84.9%
86.5%

87.2%87.2%

59.1%
57.3%

60.0%
61.3%60.3% 59.9%60.1%

64.4%
65.7%

67.7%

71.1%
69.1%

76.1%
80.5% 80.4%

80.3%
80.9%78.7%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%
在籍校種の免許状保有率の経年比較（平成18年度～令和５年度）

全体 新規採用者等

＜参考＞
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在籍校種の特別支援学校教諭等免許状の保有率の推移（障害種別）

54.2%
53.8% 54.0% 54.9% 54.1%

55.1% 55.2%
56.7% 57.3%

58.7% 59.9%
61.7%

65.3% 66.1%

66.2% 65.5% 65.3%

46.5% 47.4% 47.3% 46.3% 46.3% 45.8% 46.0%

48.7% 49.9%
51.0% 51.7%

54.5%

57.8%
59.6%

61.0% 61.0%

60.3%

71.0%

71.9% 72.1% 72.9% 73.1%
73.8% 74.4%

75.2%
77.2% 78.6%

80.6%
82.4%

86.0%
88.0%

89.5% 90.2% 90.3%

70.6% 70.8%

72.3% 71.9%

72.3% 73.4%

73.6%
75.1%

75.5%77.5%
79.3%

81.6%

83.9% 85.7%
87.9% 88.6% 88.3%

71.8% 71.4%

71.1% 71.8%
72.3% 73.7% 72.6% 72.8%

74.2% 74.7%
76.7%

79.3% 79.8%
80.4% 80.4% 80.8%

81.8%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%
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在籍校種の免許状保有率の経年比較（障害種別／平成 19年度～令和５年度）

視覚障害教育 聴覚障害教育 知的障害教育

肢体不自由教育 病弱教育

＜参考＞
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特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学数（令和6年4月1日時点）

視覚障害者 聴覚障害者 知的障害者 肢体不自由者 病弱者
二種免許状 通学課程 国立 0 0 0 0 0

公立 0 0 0 0 0
私立 0 0 1 (1) 1 (1) 1 (1)

合計 0 0 1 (1) 1 (1) 1 (1)

一種免許状 通学課程 国立 10 (11) 17 (20) 52 (68) 51 (66) 49 (64)

公立 0 0 8 (9) 8 (9) 7 (8)

私立 1 (1) 4 (5) 108 (115) 104 (111) 102 (108)

通信課程 私立 1 (1) 1 (1) 6 (6) 6 (6) 6 (6)

合計 12 (13) 22 (26) 174 (198) 169 (192) 164 (186)

専修免許状 通学課程 国立 8 (9) 11 (13) 49 (52) 46 (48) 46 (48)

公立 0 0 0 0 0
私立 0 1 (1) 10 (10) 9 (9) 9 (9)

通信課程 私立 0 0 1 (1) 0 0

合計 8 (9) 12 (14) 60 (63) 55 (57) 55 (57)

※（ ）内は、専攻・学科数。
※通信課程は国立、公立で認定を受けている大学はない。

＜参考＞
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特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する専攻・学科数（令和6年4月1日時点）
＜一種免許状の通学課程 ・都道府県別＞
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聴覚障害者 3 2 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25

知的障害者 15 2 1 6 1 1 2 5 2 5 4 4 19 5 2 1 2 1 3 3 3 3 11 1 3 8 14 9 3 1 1 2 8 6 4 1 3 1 1 9 2 2 4 1 2 3 2 192

肢体不自由者 13 2 1 6 1 1 2 5 1 5 4 4 19 5 2 1 2 1 3 3 3 3 11 1 3 8 14 9 3 1 1 2 8 6 4 1 2 1 1 9 2 2 4 1 2 1 2 186

病弱者 13 2 1 6 1 1 2 5 1 5 4 4 19 4 2 1 2 1 3 2 3 3 9 1 3 7 14 8 3 1 1 2 8 6 4 1 2 1 1 9 2 2 4 1 2 1 2 180

＜参考＞
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特別支援学校教諭免許状の取得方法別授与件数

出典：文部科学省「教員免許状授与件数等調査」
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＜参考＞

30



• 5月1日時点で、学校に配当されている教員定数に対する「教師不足」の割合（不足率）は、全体で0.45％（3,827人）。
 小学校0.44％（1,699人）、中学校0.47％（1,031人）、高等学校0.33％（508人）、特別支援学校0.71％（589人）

「教師不足」の状況（5月1日時点） （参考）令和3年度5月1日時点

学校種 学校に配置されている教師の数
(A)

学校に配当されている定数
(B)

不足
(C)

不足率
(C/B)

小学校 382,882 384,581 1,699 0.44%
中学校 217,957 218,988 1,031 0.47%

小中学校合計 600,839 603,569 2,730 0.45%
高等学校 154,848 155,356 508 0.33%

特別支援学校 82,320 82,909 589 0.71%
合計 838,007 841,834 3,827 0.45%

A’ B’ C’ C’/B’

379,598 380,198 979 0.26%
218,504 219,123 722 0.33%
598,102 599,321 1,701 0.28%
159,688 159,837 159 0.10%
78,474 78,632 205 0.26%
836,264 837,790 2,065 0.25%

• 不足の状況は、自治体によってばらつきがあり、不足数の多い自治体が全体を押し上げている傾向にある。
• 全体の不足率について、令和３年度と比較すると、 23自治体において改善し、43自治体において悪化した。
 小学校︓改善23／悪化42、中学校︓改善28／悪化34、高等学校︓改善14／悪化36、特別支援学校︓改善19／悪化37

• 不足が発生していない自治体は8。
 小学校9、中学校16、高等学校25、特別支援学校18。

令和７年度「教師不足」に関する実態調査結果 概要（特別支援学校関係）

正規教員
（再任用以外）

再任用教員
（フルタイム）

再任用教員
（短時間）

臨時的任用教員 非常勤講師
（会計年度任用

職員）
合計うち産休・育休

代替教員等
小学校 320,871 9,491 2,878 41,639 17,664 8,004 382,883 (83.80%) (2.48%) (0.75%) (10.88%) (4.61%) (2.09%)
中学校 179,594 8,877 1,447 24,197 5,992 3,844 217,959 (82.40%) (4.07%) (0.66%) (11.10%) (2.75%) (1.76%)

高等学校 122,636 11,747 1,523 13,526 2,477 5,416 154,848 (79.20%) (7.59%) (0.98%) (8.74%) (1.60%) (3.50%)
特別支援学校 63,052 2,160 482 14,492 3,502 2,134 82,320 (76.59%) (2.62%) (0.59%) (17.60%) (4.25%) (2.59%)

• 5月1日時点で、学校に配置されている教師の雇用形態について、特別支援学校の教員は正規職員の割合が比較的低く、臨時的任用教
員の割合が高くなっている傾向がある。
 臨時的任用教員の割合

小学校10.88％（41,639人）、中学校11.10％（24,197人）、高等学校8.74％（13,526人）、特別支援学校17.60％（14,492人）
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特別支援学校教諭のうち、保有している特別支援学校教諭免許状の障害領域の数
（公立特別支援学校（政令指定都市立を除く。）における教諭の免許状保有状況）
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出典：文部科学省調べ（令和７年度）

＜速報版＞
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養護及び
教職に

関する科目
各科目に含めることが必要な事項

一
種
免

二
種
免

養護に
関する科目

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。） 4 2
学校保健 2 1
養護概説 2 1
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 2 2
栄養学（食品学を含む。） 2 2
解剖学・生理学 2 2
「微生物学、免疫学、薬理概論」 2 2
精神保健 2 2
看護学（臨床実習及び救急処置を含む。） 10 10

教育の基礎
的理解に関
する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

8 5

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営へ
の対応を含む。）
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域
との連携及び学校安全への対応を含む。）
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解
１単位
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを
含む。）

道徳、総合
的な学習の
時間等の内
容及び生徒
指導、教育
相談等に関
する科目

道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに
特別活動に関する内容

6 3
教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）
生徒指導の理論及び方法
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の
理論及び方法

教育実践に
関する科目

養護実習（学校体験活動を含む 上限２単位） 5 4
教職実践演習 2 2

大学が独自に設定する科目 7 4
計 56 42

養護及び教職
に関する科目 各科目に含めることが必要な事項 単位

数

養護等に関す
る科目

• 衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）
• 学校保健
• 養護教育学 又は 養護教育概論
• 健康相談活動の理論及び方法
• 栄養学（食品学を含む。）
• 解剖学・生理学
• 「微生物学、免疫学、薬理概論」
• 精神保健（臨床心理学を含む。）・社会福祉
• 看護学（臨地実習及び救急処置を含む。）８単位以上
• 道徳の理論及び指導法
• 総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び情報通信技術★

• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）

26

教育及び幼児、
児童又は生徒
の理解に関する

科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含
む。）

• 教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育成★

• 教育に関する社会的、制度的及び経営的事項（教育法規を含む。）★

• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ２単位★

• 教育における多様性の包摂★

• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び
方法

• 教育データの活用及び人工知能★

11

教育実習 • 養護実習（学校体験活動を含む） ４

教職実践演習 • 教職実践演習 2

計 43

強み専門性に係る内容（10単位）を学修し合計で53単位

養護教諭・栄養教諭の今後の養成・採用・研修の在り方について 議論のまとめ（案）【概要】

○現行 ○見直しのイメージ

★：中学校教諭免許状での扱いに倣うもの（免許法施行規則第66条の６についても同様）

１．教員免許状・養成の在り方について（養護教諭に係る見直しのイメージ）
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○現行 ○見直しのイメージ

栄養に係る教育
及び教職に関する

科目
各科目に含めることが必要な事項

一
種
免

二
種
免

栄養に係る教育に
関する科目

栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項

4 2
幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項
食生活に関する歴史的及び文化的事項
食に関する指導の方法に関する事項

教育の基礎的理解
に

関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

8 5

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応
を含む。）
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連
携及び学校安全への対応を含む。）
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 １単
位
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含
む。）

道徳、総合的な学
習の時間等の内容
及び生徒指導、教
育相談等に関する

科目

道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別
活動に関する内容

6 3
教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）
生徒指導の理論及び方法
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論
及び方法

教育実践に
関する科目

栄養教育実習 2 2
教職実践演習 2 2

計 22 14

栄養に係る教育及
び教職に関する科目 各科目に含めることが必要な事項 単位

数

栄養に係る教育等に
関する科目

• 栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項
• 幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項
• 食生活に関する歴史的及び文化的事項
• 食に関する指導の方法に関する事項
• 道徳の理論及び指導法
• 総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び情報通信技術★

• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）

9

教育及び幼児、
児童又は生徒の
理解に関する科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を
含む。）

• 教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育成★

• 教育に関する社会的、制度的及び経営的事項（教育法規を含む。）★

• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ２単位★

• 教育における多様性の包摂★

• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び
方法

• 教育データの活用及び人工知能★

11

教育実習 • 栄養教育実習 2
教職実践演習 • 教職実践演習 2

計（目安） 24

相応の
単位数を
設定

基礎資格

基礎資格

一種免許：管理栄養士免許又は
管理栄養士養成施設の課程修了
（124単位(専門82単位)～）

二種免許：栄養士免許（50単位～）

栄養士免許を受けていることでも許容（管理栄養士免許保持が標準的なものとして考える）
【参考】管理栄養士養成課程修了（124単位（専門82単位）～）栄養士免許（50単位～）

「強み専門性」のために追加的に修得すべき内容は設定しない
「強み専門性」は、少なくとも、管理栄養士養成施設の課程修了等の場合に設定できるものと整理

（具体的な方向性については、「強み専門性」の全体的な制度設計との整合を図るべき）

※普通免許状の中で一種免許状が標準的なものとされており、二種免許状保有者は、一種免許状
へ上進する努力義務がある。

※栄養教諭は生活習慣病の予防や肥満･痩身等の健康課題を有する児童生徒に対する個別相談
指導を担うことから、管理栄養士免許を取得することが望ましい。

養護教諭・栄養教諭の今後の養成・採用・研修の在り方について 議論のまとめ（案）【概要】
１．教員免許状・養成の在り方について（栄養教諭に係る見直しのイメージ）

※栄養教諭は生活習慣病の予防や肥満･痩身等の健康課題を有する児童生徒に対する個別相談指
導を担うことから、管理栄養士免許を取得することが望ましいとする方針を維持。

★：中学校教諭免許状での扱いに倣うもの（免許法施行規則第66条の６についても同様）
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養護教諭・栄養教諭の今後の養成・採用・研修の在り方について 議論のまとめ（案）【概要】
１．教員免許状・養成の在り方について（その他）

○ 栄養教諭の採用選考について、栄養教諭を目指す学生のモチベーションを上げられるよう、以下のような取組等が重要
 採用選考試験について、現場に関する内容に偏ることなく、養成課程で本来学ぶべき内容を焦点化して問うなど、内容のバランスを取る
 一義的には都道府県等がそれぞれ実情に応じて判断するものではあるが、学校栄養職員からの任用替えのみならず、栄養教諭としての新規採用
を推進する

○ 学校栄養職員ではなく、栄養教諭としての採用を促すには、今後、栄養教諭が配置されることによる効果を実態として示し、周知していくこと等が必要

３．研修について（養護教諭・栄養教諭 共通）
○ 教諭と同等の初任者等に対する研修の実施は必要
○ ほぼ全ての都道府県等で養護教諭・栄養教諭を対象とした初任者研修・中堅教諭等資質向上研修に類する研修が行われているところ、これを維持し、
今後も継続的な実施が求められる

○ 研修の内容・方法に差が大きく、全国的な研修の質の向上が必要
○ 養護教諭・栄養教諭の持つ知識・技能も時代に合わせてアップデートしていくことが必要であり、研修内容もそれを反映できるようにすることが重要
○ 時間的・空間的に研修に参加しやすくするためには、不在時の体制を整備しやすくするための方策が必要。文部科学省においては、更に体制整備を充実
できるよう支援を強化することが望まれる

４．その他
（教科指導について）
○ 養護教諭に教科指導を任せる体制をとりやすくすることが求められる
○ 栄養教諭が学校における食に関する指導の中核として活躍し、現代的な課題に対応した食育を充実するためには、単独での教科指導をはじめ学校教育
により深く参画していけるような仕組みやキャリアアップを促進する方策の検討が求められる

（学校内における更なる活躍促進に向けて）
○ 養護教諭・栄養教諭がそれぞれ保健や栄養の分野の専門性を有しつつ、教諭という名称からも明らかなように、他の教諭と同様に「教育職員」と位置付
けられていることを踏まえ、学校現場で必要とされる能力を伸ばし、他の教師とも連携し、教科等における指導への参画を進めるとともに、学校経営・運営
方針の策定への参画や学年・学級経営への参画を進めるなど、学校教育の質を向上させていくための在り方について、引き続き模索していくことが必要

２．採用について（栄養教諭のみ）

○ 養護教諭の業務は他業種・他機関（SC、SSW、医療機関等）との連携や、保護者対応も重要であり、これらについて、各科目において引き続き着実
に指導すること等が必要

○ 栄養教諭について、家庭科をはじめとした教科の指導に関する内容や、保護者への接し方の基礎等について、現場感覚を含めた指導を行うことが有効で
あると考えられるところ、課程のみならず、大学での指導の質を担保するための仕組みの検討が求められる
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